	[bookmark: _Hlk199756586]施設会員　入会申込書

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	記入年月日
	[bookmark: テキスト1][bookmark: テキスト2][bookmark: テキスト3]     年     月     日
	※本学会の事業年度は12月1日～11月30日です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※入会日にかかわらず年度ごとに年会費が必要
　となります。

	※入会希望年月日
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	◎会員番号
	
	◎事務局記入欄

	ふりがな
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	施　設　名
※法人名から正式名称をご登録ください。
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	郵便番号
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	住　　所
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	電話番号
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	FAX番号
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	メールアドレス
	厚生労働省の公開情報、健診団体連絡協議会での決定事項、当学会が主催する研修会のお知らせ等を配信します。 
"0"と"Ｏ"、"１"と"Ｉ"、"2"と"Ｚ"、"-"と"_"などの区別がつくよう楷書体ではっきりとご記入ください。
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	施設長役職
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	施設長名
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	健診開始年月日
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	精度管理調査参加月
	　２月・４月・７月・９月
	から参加希望　　（該当月に○印をつけてください）

	事務連絡担当者
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本学会に入会を希望される、貴施設の動機はどのようなものですか。具体的なものがあればご記入ください。
	     




※　本会施設会員は、本会の精度管理調査に参加することが条件となっております。
　　ただし、年度途中入会の場合も参加回数に限らず精度管理参加費（￥150,000）が必要となりますので、
　　ご了承ください。
※　精度管理調査の試料配布は、２月、４月、７月、９月の年４回です。初回参加ご希望月をご指定ください。
※　年会費（￥70,000)並びに精度管理参加費の振込口座につきましては、後日ご連絡致します。
※　「優良総合健診施設」取得希望施設は、施設長および別途医師2名の個人会員入会が必要となります。別途
　　「正会員・一般会員　入会申込書」にてお申し込みください。
送付先 ： 日本総合健診医学会　事務局
151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 1丁目31-10セシア千駄ヶ谷ビル2階
TEL：０３－５４１３－４４００　FAX：０３－５４１３－００１６
※お預かりした個人情報は、当学会の個人情報保護方針で定められている利用目的以外では使用いたしません。

施 設 会 員 確 認 書


１．総合健診システムを運営する施設であること。
２．本学会指定の試料による、年４回の精度管理調査に参加すること。
外注利用施設であっても、本学会の精度管理調査に参加し、精度管理評価結果は、本学会会員施設の責任に帰し、優良認定認定更新基準となる。
（受診者に対する判定の信頼性は、本学会の会員である健診実施施設の責任とされ、外注施設の選定、信頼性の評価は健診施設の責任によって実施されており、自施設の検査室の精度管理と同等のものとして評価される。）
３．定められた「施設調査票」「機能調査票」「受診者統計」等の調査に所定の期限までに回答すること。
４．年会費、精度管理参加費等は、全額一括して前納すること（会計年度は12月から11月）。分割制度はない。これら一旦納入された諸会費については、退会、不参加等においても、一切返金の請求はしないこと。
５．優良総合健診施設の認定を受けた施設にあっては、優良総合健診施設認定基準の規定に違反または規定を遵守されていないと優良総合健診施設認定委員会から指摘された場合は、委員会の裁定または改善の指示に従い直ちに自主的な認定返上または、指摘事項の改善方を実施し、改善後は、施設から改めて改善後の再認定申請書を提出し、認定審査、実地審査の後、再認定を審査する。
　　再認定に際しては、必要な実査のために要する費用を納入すること。
６．入会時または優良総合健診施設認定後、施設の経営主体の変更、施設所在地の変更、施設名称の変更、経営権の譲渡、合併、休業、閉鎖、施設長の交代等の施設情報の変更、および優良認定要件に変更があった場合は、学会所定の様式によって直ちに届け出を行うこと。

上記の施設会員の条件の全てを了解し、各種規定を遵守することを誓約の上、別添施設会員入会申込書を送付いたします。




年　　　月　　　日　

施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施設長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


